
   国立大学法人愛媛大学における研究費等の不正使用防止規程 

                                                   平成１９年１０月１０日 

                                                       規則第  １４９  号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、「国立大学法人愛媛大学の研究費等の運営及び管理に関する基本方

針」（以下「基本方針」という。）に基づき、国立大学法人愛媛大学（以下「本学」とい

う。）における研究費等の不正使用（以下「不正使用」という。）を防止するため、必

要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、研究費等とは、運営費交付金、学術研究助成基金助成金、科

学研究費補助金、受託研究費及び寄附金その他本学の責任において管理すべき、全ての

事業経費とする。 

２ この規程において、不正使用とは、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 不正受給 不正受給とは、本学の内外を問わず、偽りその他不正な手段により研究 
費等を受入れることをいう。 

(2) 不正経理 不正経理とは、法令その他本学の定める規則等に従わず、研究費等を不 
正に使用（不適切な使用を含む。）することをいう。 

 （適用範囲） 

第３条 この規程は、本学の研究費等の運営及び管理に関わる全ての構成員（職員、学生

等の身分及び特任、客員等の呼称並びに研究費等の主たる受給者であるか否かは問わな

い。以下「研究者等」という。）に適用するものとする。 

 （責任者の設置） 

第４条 本学は、研究費等を適切に運営及び管理するため、最高管理責任者、統括管理責

任者及びコンプライアンス推進責任者を置く。 

 （最高管理責任者） 

第５条 最高管理責任者は、学長をもって充て、本学全体を統括し、研究費等の運営及び

管理について最終責任を負う。 

２ 最高管理責任者は、基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必

要な措置を講じなければならない。 

３ 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って

研究費等の運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならな

い。 
４ 最高管理責任者は、様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図

らなければならない。 
 （統括管理責任者） 

第６条 統括管理責任者は、財務を担当する理事をもって充て、最高管理責任者を補佐し、

研究費等の運営及び管理について、本学全体を統括する実質的な責任を有する。 

２ 統括管理責任者は、研究費等の運営及び管理に関する組織横断的な体制を統括する責

任者として、基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を



確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。 

 （コンプライアンス推進責任者） 

第７条 コンプライアンス推進責任者は、別表のとおりとし、部局における研究費等の運

営及び管理について、実質的な責任を有する。 

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に掲げる役割

を果たすものとする。 

(1) 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を策定・実施し、実施状況を確認

するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。 

  (2) 不正防止を図るため、部局等内の研究者等に対し、第１１条に規定するコンプライ 
アンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。ただし、コンプライアンス教育は、

複数の部局等が合同で実施することができる。 
(3) 自己の管理監督又は指導する部局等において、定期的に啓発活動を実施する。 

(4) 自己の管理監督又は指導する部局等の構成員が適切に研究費等の管理及び執行を行

っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 

 （コンプライアンス推進副責任者） 

第８条 コンプライアンス推進責任者の職務を補佐するため、別表のとおり、コンプライ

アンス推進副責任者を置くものとする。 

 （管理監督責任） 

第９条 本学は、第７条に規定するコンプライアンス推進責任者及び第８条に規定するコ

ンプライアンス推進副責任者が、その管理監督の責任を十分に果たさず、結果的に不正

を招いた場合には、本学の規則に基づき、懲戒等の処分を行うものとする。ただし、コ

ンプライアンス推進責任者が役員の場合の懲戒等の処分は、役員会の議を経て、学長が

決定する。 

 （適正使用推進体制） 

第１０条 不正使用を防止し、適正使用を推進するため、統括管理責任者の下に「適正使

用推進室」を置き、次の各号に掲げる任務を所掌する。 

(1) 適正使用推進計画の策定及び実施に関すること。 

(2) 関係ルールの明確化及びその運用の統一化に関すること。 

(3) 第１６条に規定する調査委員会に関すること。 

(4) その他不正使用を防止し、適正使用を推進するために必要な事項に関すること。 

２ 適正使用推進室の構成員は、学長が指名するものとする。 

 （コンプライアンス教育） 

第１１条 コンプライアンス教育は、研究者等に、自らのどのような行為が不正に当たる

のかを理解させ、本学の規程・会計ルール等を遵守する義務があることを周知すること

を目的に実施する。 

２ コンプライアンス教育は、原則として研究者等の全てが受講しなければならない。 

３ コンプライアンス教育は、次の各号に掲げる内容とする。 

(1) 不正が発覚した場合の本学への影響 

(2) 運用ルール・手続・告発等の制度などの遵守すべき事項 

(3) 不正が発覚した場合の懲戒等の処分・自らの弁償責任、研究費等の配分機関におけ 



る申請等資格の制限、研究費の返還等の措置 

(4) 本学における不正対策 

４ 本学は、コンプライアンス教育の内容を遵守する義務があることを理解させ、意識の

浸透を図るため、研究者等から研究費等の適正使用に関する確認書を提出させるものと

する。 

５ 前項に規定する確認書の提出がない場合には、競争的研究費等への申請及び研究費の

運営及び管理に関わることができないものとする。 

 （相談体制） 

第１２条 研究費等の執行及び事務処理手続き（以下「関係ルール」という。）について、

本学内外からの相談を受け付けるため、「相談窓口」を研究・産学連携支援部及び財務

部に置き、次の各号に掲げる事項に関し、協力して対応するものとする。 

(1) 研究・産学連携支援部は、所掌する事業経費の受入、執行及び報告等に関すること。 

(2) 財務部は、研究費等の執行全般に関すること。 

 （通報窓口等） 

第１３条 不正使用に関する本学内外からの通報（告発）（以下「通報」という。）を受

け付けるため、総務部に「通報窓口」及び通報窓口担当者を置く。 

２ 通報に関する業務を総括するため、通報処理責任者を置き、総務を担当する理事、副

学長又は学長特別補佐をもって充てる。 
３ 外部の機関に通報を受け付ける窓口（以下「外部窓口」という。）を設置する場合は、

その名称、場所、連絡先、受付の方法などを本学内外に公表するものとする。 

 （通報の受付等） 

第１４条 通報は、電話、書面（電子メール及びＦＡＸを含む。以下同じ。）又は面談の

方法により受け付けるものとする。ただし、外部窓口への通報にあたっては前条第３項

の規定により公表した方法によるものとし、外部窓口において通報を受け付けたときは

直ちに通報窓口担当者に報告するものとする。 

２ 通報は、原則として顕名によるものとする。ただし、匿名による通報であっても、不

正使用を行ったとする個人、グループ及び事案の概要等が明示されている等その内容に

よっては、顕名による通報に準じて取り扱うものとする。 

３ 通報窓口担当者は、通報を受け付けたときは、直ちに学長及び通報処理責任者（通報

の対象が通報処理責任者にかかるものである場合は除く。）に報告しなければならない。 

４ 学長は、通報等を受け付けた日から３０日以内に内容の合理性を確認し、調査の要否

を判断するとともに、当該調査の要否について研究費等の配分機関に報告するものとす

る。 

５ 通報処理責任者は、通報された内容に関する事実関係の予備調査を、必要に応じ関係

部局責任者又は通報窓口担当者等に指示し、調査結果を学長に報告しなければならない。 

６ 通報処理責任者は、通報内容に本学以外の者を対象とするものが含まれるときは、必

要に応じ被通報者（その者が不正使用を行った、行っている又は行おうとしていると通

報された者をいう。以下同じ。）の所属機関又はその他関係機関等に通知するものとす

る。 

７ 通報処理責任者は、不正使用のおそれがある、又は不正使用を求められているという



通報の場合において、相当の理由があると認めたときは、被通報者及び当該不正使用に

関与する者（以下「調査対象者」という。）に警告を行うものとする。 

８ 通報処理責任者は、通報を受け付けたときは、匿名の場合を除き、当該通報者に対し、

受け付けた通報に基づき実施する措置の内容を遅滞なく通知するものとする。 

 （不誠実な通報） 

第１５条 本学は、不誠実（被通報者若しくは所属機関に不利益を与えることを目的とし

た虚偽又は誹謗中傷その他の不正を目的とする意思をいう。以下同じ。）な通報があっ

たときは、不誠実な通報を行った者に対し、氏名の公表、懲戒処分及び刑事告発等の相

応の措置を執ることができる。 

 （調査委員会） 

第１６条 学長は、通報、報道、監査及びその他外部機関からの依頼等から得た相当の信

頼性のある情報に基づき不正使用にかかる調査を行う必要があると認めるときは、役員、

職員又はその他の関係者で構成する調査委員会（以下「委員会」という。）を設置する

ものとする。ただし、委員には、通報者及び調査対象者と利害関係のない者を指名する

ものとする。 

２ 前項で指名する委員のうち若干名は本学と直接の利害関係を有しない学外者としなけ

ればならない。 

３ 委員会に委員長を置き、学長の指名する者をもって充てる。 

４ 委員長が必要と認めるときは、調査事案について専門的知識を有する者を出席させ、

説明又は意見を聞くことができる。 

 （調査） 

第１７条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査するものとする。 

(1) 不正使用の有無 

(2) 不正使用の内容 

(3) 不正使用に関与した者及びその関与の程度 

(4) 不正使用の相当額 

(5) その他調査に必要な事項 

２ 委員会は、前項の調査にあたっては、次の各号に掲げる事項を行うことができる。 

(1) 通報者、調査対象者及びその他関係者（以下「関係者」という。）からの聴取 

(2) 通報内容の精査 

(3) 関係資料等の調査 

(4) その他調査に必要な事項 

３ 関係者は、委員会の調査にあたっては、誠実に協力しなければならない。 

４ 関係者は、委員会から資料の提出を求められた場合には、これに応じなければならな

い。 

５ 本学は、調査が完了するまでの間、必要に応じて、調査対象者に対し、研究費等を使

用することを禁止することができる。 

６ 本学は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び調査方法等について、研究費等

の配分機関に報告及び協議するものとする。 

７ 本学は、研究費等の配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状



況報告及び調査の中間報告を当該研究費等の配分機関に提出するものとする。 

８ 本学は、調査に支障のある場合等、正当な事由がある場合を除き、研究費等の配分機

関から調査資料の提出又は閲覧、現地調査を求められた場合は、これに応じるものとす

る。 

 （認定） 

第１８条 委員会は、前条第１項で調査した事項について認定を行う。 

２ 委員会は、調査対象者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならな

い。 

３ 委員長は、通報、報道、監査及びその他外部機関からの依頼等を受けた日から２１０

日以内に調査結果、不正発生要因、不正使用を行った者及び不正使用に関与した者（以

下「不正使用者」という。）が関わる研究費等の管理・監査体制の状況、再発防止計画

等を含む最終報告書を学長に提出しなければならない。ただし、期限までに調査が完了

しない場合であっても、調査の中間報告を学長に報告しなければならない。 

４ 学長は、通報、報道、監査及びその他外部機関からの依頼等を受けた日から２１０日

以内に、研究費等の配分機関に前項の報告書を提出するものとする。 

５ 第３項の規定にかかわらず、調査の過程であっても、不正使用の事実が一部でも確認

された場合には、速やかに認定し、学長に報告しなければならない。 

６ 学長は、前項の報告を受けた場合には、研究費等の配分機関に不正使用の事実につい

て報告するものとする。 

 （調査結果に対する対応） 

第１９条 本学は、不正使用の事実が明らかになったとき又はその他必要と認めるときは、

速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。 

２ 本学は、不正使用者に対し、本学の規則に基づき、不正使用の背景、動機等を総合的

に判断し、悪質性に応じて、懲戒等の処分及び取引停止等の必要な措置を行うことがで

きる。 

３ 本学は、私的流用を行うなどの悪質性の高い不正使用者に対して、刑事告発や民事訴

訟など、法的な措置をとることができる。 

４ 本学は、第２項に規定する処分が確定するまでの間、不正使用者が研究費等を使用す

ることを禁止することができる。 

５ 本学は、法令等に定めのある場合のほか、不正使用者には、既に使用した研究費等の

全部又は一部を返還させることができる。 

６ 本学は、不正使用が存在しなかったことが確認された場合は、調査対象者にかかる業

務活動の正常化及び名誉回復のために、十分な措置を講じなければならない。 

 （公表及び報告等） 

第２０条 本学は、不正使用の疑いが生じたとき又は事実が明らかになったときは、必要

に応じて、当該不正使用に関係する行政機関等に対し報告するものとする。 

２ 本学は、不正使用の事実が明らかになったときは、速やかに調査結果を公表するもの

とし、公表の対象とする事案は、国立大学法人愛媛大学における懲戒処分の公表基準に

準じるものとする。 

３ 公表する内容については、不正使用者の氏名・所属、不正の内容、本学が公表時まで



に行った措置の内容、調査委員の氏名・所属及び調査の方法・手順等とする。ただし、

合理的な理由がある場合は、不正使用者の氏名・所属を公表しないことができる。 

４ 本学は、不正使用が存在しなかったことが確認された場合は、調査結果を公表しない

ことができる。 

５ 本学は、調査結果及び是正措置について、調査対象者のプライバシーに配慮の上、遅

滞なく通報者に対し通知するものとする。 

 （通報者及び調査協力者の保護） 

第２１条 通報及び調査に関する業務に携わる者（以下「担当職員」という。）は、通報

者及び調査協力者（以下「協力者」という。）が特定されないよう秘密を守るため、個

室での面談の実施及び担当職員以外の者が電話又は電子メールなどを見聞きできない方

策等、適切な措置を講じなければならない。 

２ 本学は、協力者が通報や情報提供を行ったことを理由として、当該協力者に対して、

不利益な取扱い及び嫌がらせ等（以下「不利益な取扱い等」という。）を行ってはなら

ない。 

３ 本学は、前項に規定する不利益な取扱い等を行った者に対し、本学の規則により、懲

戒等の処分を行うことができる。 

４ 協力者は、通報や情報提供を行ったことにより不利益な取扱い等を受けた場合は、通

報窓口へ不服の申立てをすることができる。 

 （秘密の保持） 

第２２条 本学及び担当職員は、協力者、調査対象者、通報内容及び調査内容について、

調査結果の公表まで、協力者及び調査対象者の意に反して漏洩することがないよう、秘

密の保持を徹底しなければならない。 

２ 本学及び担当職員は、協力者が匿名を希望する場合、公表時及び公表後においても協

力者が特定できない方策を講じなければならない。ただし、不誠実な通報又は情報提供

を行った者については、この限りでない。 

３ 本学は、調査事案が漏洩した場合、協力者及び調査対象者の了解を得て、公に説明す

ることができる。ただし、協力者又は調査対象者の責により漏洩した場合は、当人の了

解は不要とする。 

４ 本学は、正当な理由なく秘密を漏洩した者に対し、本学の規則により、懲戒等の処分

を行うことができる。 

 （監査体制） 

第２３条 研究費等の使用にかかる内部監査は、国立大学法人愛媛大学内部監査規程の定

めるところにより行うものとする。 

２ 内部監査にあたっては、監事、会計監査人及び適正使用推進室等と連携し、効率的、

効果的かつ多角的な監査を実施するものとする。 

３ 内部監査にあたっては、把握された不正使用の発生要因に応じて監査計画を随時見直

し、効率化、適正化を図るものとする。 

４ 内部監査にあたっては、特に次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。 

(1) 研究費等の使用にかかるモニタリング体制の状況 

(2) 関係ルールの運用状況及び有効性 



(3) 適正使用推進計画の策定状況及び有効性 

 （その他） 

第２４条 この規程に定めるもののほか、不正使用の防止に関し必要な事項は、学長が定

める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１９年１０月１０日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２２年７月１日から施行し、平成２０年５月２８日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年４月２８日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２６年７月９日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２６年１０月３１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 

 この規程は、令和４年２月２日から施行する。 
附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
附 則 



 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表（第７条第１項及び第８条関係）

部局等名 コンプライアンス推進責任者 コンプライアンス推進副責任者

本部部局等 財務担当理事 財務部長

法文学部 法文学部長 法文学部事務課長

教育学部 教育学部長 教育学部事務課長

社会共創学部 社会共創学部長 社会共創学部事務課長

理学部 理学部長 理学部事務課長

医学部 医学部長 医学部運営部長

医学部附属病院 医学部附属病院長 医学部経営管理課長

工学部 工学部長 工学部事務課長

農学部

連合農学研究科

医学部運営部長

農学部事務課長

地域レジリエンス学環 地域レジリエンス学環長 教育学生支援部長

教育・学生支援機構

総合健康センター

四国地区国立大学連合アドミッションセンター

研究・産学連携推進機構

学術支援センター

地域協働推進機構

埋蔵文化財調査室

国際連携推進機構 国際連携推進機構長 国際連携支援部長

デジタル情報人材育成機構 デジタル情報人材育成機構長 情報推進課長

沿岸環境科学研究センター

地球深部ダイナミクス研究センター

プロテオサイエンスセンター

アジア古代産業考古学研究センター

宇宙進化研究センター

先端研究高度支援室

南予水産研究センター

紙産業イノベーションセンター

先端農業R＆Dセンター

食品健康機能研究センター

図書館 図書館長 図書館事務課長

教育学部附属幼稚園

教育学部附属小学校

教育学部附属中学校

教育学部附属特別支援学校

附属高等学校

今治サテライト 今治サテライト長 地域協働支援部長

イノベーション創出院長 地域協働支援部長

附属学校園担当副学長 教育学部附属学校園事務課長

研究・産学連携推進機構長 研究・産学連携支援部長

地域協働推進機構長 地域協働支援部長

先端研究院長 研究・産学連携支援部長

農学部長 農学部事務課長

医農融合公衆衛生学環 医農融合公衆衛生学環長

教育・学生支援機構長 教育学生支援部長


